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令和４年第１回美馬市議会臨時会議事日程

令和４年５月１３日（金）午前１０時開議

臨時議長選出

開議の宣告

日程第 １ 仮議席の指定について

日程第 ２ 議長の選挙について

追加日程第 １ 議席の指定について

追加日程第 ２ 会議録署名議員の指名について

追加日程第 ３ 会期の決定について

追加日程第 ４ 副議長の選挙について

追加日程第 ５ 発議第 ４号 美馬市議会会議規則の一部改正について

追加日程第 ６ 特別委員会の設置並びに委員の選任について

追加日程第 ７ 議案第３６号 美馬市監査委員の選任について

追加日程第 ８ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて

（美馬市税条例等の一部改正について）

承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて

（美馬市国民健康保険税条例の一部改正について）

承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１２号））

承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号））

承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号））
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承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３

号））

承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて

（令和３年度美馬市小水力発電事業特別会計補正予算

（第１号））

追加日程第 ９ 徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙について
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令和４年第１回美馬市議会臨時会会議録

◎ 招集年月日 令和４年５月１３日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 藤原 昌樹 ２番 敷島 敏宏 ３番 田中みさき

４番 立道 美孝 ５番 藤野 克彦 ６番 都築 正文

７番 田中 義美 ８番 中川 重文 ９番 林 茂

１０番 武田 喜善 １１番 郷司千亜紀 １２番 井川 英秋

１３番 西村 昌義 １４番 久保田哲生 １５番 片岡 栄一

１６番 川西 仁 １７番 谷 明美 １８番 前田 良平

◎ 欠席議員

なし

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 藤田 元治

副市長 加美 一成

副市長 長江 哲

企画総務部長 吉田 正孝

保険福祉部長 住友 礼子

市民環境部長 伊内 公一

経済部長 藤田 伸次

美来創生局長 篠原 孝志

水道部長 西野 佳久

消防長 根本 賢一

会計管理者 高尾 寿美

企画総務部秘書人事課長 渡邊 晴樹

企画総務部企画財政課長 佐藤 優行

代表監査委員 喜多 輝光

教育長 村岡 直美

副教育長 園木 一昌

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名
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議会事務局長 藤本 卓志

議会事務局次長 大島 康作

議会事務局次長補佐 宮内 聡美

◎ 議事日程

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。

◎ 会議録署名議員の氏名

議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。

１番 藤原 昌樹 議員

２番 敷島 敏宏 議員

３番 田中 みさき議員
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開会 午前１０時００分

◎議会事務局長（藤本卓志君）

本臨時会は、一般選挙後最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方

自治法１０７条の規定によりまして、出席議員の中で年長議員が臨時の議長の職務を行う

こととなっております。従いまして、年長者であります前田良平議員さんに臨時議長をお

願いし、ご紹介申し上げます。

前田良平議員さん、議長席へお願いいたします。

◎臨時議長（前田良平議員）

ただいまご紹介いただきました前田良平でございます。今、事務局長が申しましたよう

に、地方自治法第１０７条の規定によりまして、臨時議長の職務を行わせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

会議に入ります前に、私のほうから申し上げます。

この臨時会におきまして、徳島新聞社から写真撮影の許可の申請が出されており、許可

をしております。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、本会議出席者にはマスクなどの着

用を許可しております。発言台につきましては、アクリル板を設置しておりますので、マ

スクを外しての発言を許可します。また、議長席におきましても同様とさせていただきま

すので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

ただいまの出席議員は１８名であり、定足数に達しておりますので、これより令和４年

第１回美馬市議会臨時会を開会いたします。

ここで、藤田市長よりご挨拶をいただきます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎臨時議長（前田良平議員）

藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

皆さん、おはようございます。

本日は、令和４年第１回美馬市議会臨時会を招集をいたしましたところ、議員各位にお

かれましては公私ともに何かとご多忙の中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうござい

ます。また、このたびの美馬市議会議員一般選挙におきまして、めでたく当選をされまし

た議員各位に対しまして、改めて心からお祝いとお喜びを申し上げる次第であります。

さて、本市では、「美しく駆ける 活躍都市 美馬～住み続けたいまちをめざして～」

を市の将来像に掲げ、様々な施策を進めているところでありますが、ここで当面する市政

の課題と主要施策につきましてご報告をいたしたいと存じます。

初めに、地域共生交流施設小星ベースと地域交流センターミライズ内に整備をいたしま

したテレワーク促進施設アンドワークがそれぞれ４月にオープンをいたしました。小星ベ

ースには美と健康のまち推進課を配置をいたしまして、「人生１００年時代」を迎え、誰
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もが心身ともに美しく健康に暮らし、生涯にわたって活躍できるまちを実現するための施

策を本格的に推進してまいります。一方、アンドワークにおいては、個室ブースを備えた

コワーキングスペースや企業向けのレンタルオフィスなどの機能を備えておりまして、レ

ンタルオフィスにつきましては、現在のところ２社から利用申請をいただいております。

これら新たな施設を積極的に活用いたしまして、地域の皆様方を始め、移住者との交流や

企業間交流を促進することで地域の活性化につながるよう全力で取り組んでまいります。

次に、一般社団法人美馬観光ビューローについてであります。

３月２８日、観光庁から当団体が地域ＤＭＯに登録をされ、単独自治体としては県内初

の登録となりました。この地域ＤＭＯとは、地域の稼ぐ力を引き出すとともに、観光地域

づくりのかじ取り役として多様な関係者と協同しながら、観光地域づくりを実現するため

の調整機能を備えた法人であります。本市といたしましても、今回の地域ＤＭＯの登録を

契機に美馬観光ビューローが「儲かる観光」の実現に向けた取組を加速できるよう、地域

活性化起業人制度を活用し、先月、４月１日から株式会社ＪＴＢにおいて豊富な実務経験

をお持ちの山本逸平氏を派遣しておりますが、今後ともしっかりと後押しをしてまいりま

す。

次に、デジタルトランスフォーメーションに関する取組についてであります。

３月に決定をいたしました美馬市ＤＸ推進方針に基づき、私を本部長とするＤＸ推進本

部を設置をし、ＤＸに関する施策を計画的・総合的に推進することとしておりまして、４

月２５日には推進本部の第１回の会議を開催いたしました。会議では、本市のＤＸ推進ア

ドバイザーをお願いをしております徳島大学情報センター長の松浦健二教授と日本情報通

信株式会社の坂田勝史執行役員のお二人に出席をいただき、専門的知見と豊富な経験に基

づいたご助言をいただいたところであります。

今後、推進本部を中心に、本市のＤＸ推進のロードマップとも言える美馬市ＤＸ推進計

画の策定を予定しているほか、デジタル地域通貨の基盤を活用した行政ポイントの検討を

行うなど、多くの市民の皆様に利便性の向上を始めとしたデジタル化のメリットを感じて

いただけるよう、各種施策を推進してまいります。

次に、国の総合緊急対策に伴う本市の予算編成についてであります。

４月２６日、関係閣僚会議において、コロナ禍における原油価格・物価高騰等の総合緊

急対策が決定をされたことを受け、市民や事業者の皆様の支援に向けた補正予算の編成に

着手をいたします。低所得の子育て世帯に対する支援策を始め、拡充が図られました地方

創生臨時交付金を活用し、物価の高騰の影響を受けた市民、事業者の皆様の負担軽減につ

ながる事業など、しっかりと検討を行い、迅速な対応を図ってまいります。

本日は、これから議長を始め、市議会の新たな組織構成の協議が行われることになろう

かと思いますが、議員各位におかれましては、市政に対しまして適切なご指導やご助言を

賜りますとともに、美馬市発展のために更なる格段のお力添えをいただきますことをお願

い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。

◎臨時議長（前田良平議員）
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これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程はご配付の日程表のとおりであります。

日程第１、仮議席の指定をいたします。

仮議席は、ただいま着席の議席といたします。

日程第２、議長の選挙を行います。

選挙の方法は投票か指名推選か、いずれの方法にいたしましょうか。

◎１３番（西村昌義議員）

議長。

◎臨時議長（前田良平議員）

はい、西村議員。

◎１３番（西村昌義議員）

指名推選でよろしくお願い申し上げます。

（「異議なし」の声あり）

◎臨時議長（前田良平議員）

ただいま指名推選でとの発言がありましたので、選挙の方法につきましては、地方自治

法第１１８条の第２項の規定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎臨時議長（前田良平議員）

異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、臨時議長において指名することにいたした

いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎臨時議長（前田良平議員）

異議なしと認めます。よって、臨時議長において指名することにいたします。

議長に郷司千亜紀君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま、臨時議長において指名いたしました郷司千亜紀君を議長

の当選人と定めることにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎臨時議長（前田良平議員）

異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました郷司千亜紀君が議長に当選さ

れました。

議長に当選されました郷司千亜紀君が議場におられますので、会議規則第３２条２項の

規定により、当選の告知をいたします。

議長に当選されました郷司千亜紀君からご挨拶をいただきたいと思います。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、議長。

◎臨時議長（前田良平議員）
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１１番、郷司千亜紀君。

［１１番 郷司千亜紀議員 登壇］

◎議長（郷司千亜紀議員）

ただいま指名推選によりまして議長に選出をしていただきました郷司千亜紀でございま

す。美馬市議会の皆様、ありがとうございました。感謝を申し上げます。

また、市議会において初の女性議長ということでございますので、女性ならではの視点

で、先輩議員たち、先輩議長さんたちが進めてまいりました議会改革を止めることなく、

進めてまいりたいと思っております。藤田市長を始め、職員の皆様方、市議会の皆様方一

丸となりまして、美馬市発展のために尽力をしていくつもりでございますので、どうかよ

ろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。（拍手）

◎臨時議長（前田良平議員）

ありがとうございました。

以上で、臨時議長の職務は終了いたしました。

議員各位のご協力に感謝を申し上げまして、議長と交代します。

郷司千亜紀議長さん、どうぞ。

（議長交替）

◎議長（郷司千亜紀議員）

それでは、議長の職務を行わせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。

ここで議事の都合のため、小休をいたします。

小休 午前１０時１６分

再開 午前１０時１８分

◎議長（郷司千亜紀議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

追加議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。

追加日程第１、議席の指定についてを議題といたします。

議席は、会議規則第４条第１項の規定により、ただいま着席のとおり指定をいたします。

次に、追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１番 藤原昌樹君、２番 敷島敏

宏君、３番 田中みさき君を指名いたします。

次に、追加日程第３、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日限りにいたしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とすることに決定をいたしました。

次に、追加日程第４、副議長の選挙を行います。

選挙の方法は、投票か指名推選か、いずれの方法にいたしましょうか。
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◎１３番（西村昌義議員）

議長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、西村議員。

◎１３番（西村昌義議員）

指名推選でお願いいたします。

◎議長（郷司千亜紀議員）

ただいま、指名推選でとの発言がありましたので、選挙の方法につきましては、地方自

治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。副議長

に前田良平君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま、議長において指名いたしました前田良平君を副議長の当

選人と定めることにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました前田良平君が副議長に

当選されました。

副議長に当選されました前田良平君が議場におられますので、会議規則第３２条第２項

の規定により、当選の告知をいたします。

副議長に当選されました前田良平君からご挨拶をいただきたいと思います。

［１８番 前田良平議員 登壇］

◎副議長（前田良平議員）

一言ご挨拶を申し述べさせていただきます。

ただいまは、議員皆さん方のおかげによりまして、本市議会の副議長に選ばれましたこ

とはこの上ない光栄と思っておりますと同時に、責任の重大さを痛感しているところでご

ざいます。

私は元々浅学非才でございますが、郷司議長の驥尾に付き、議会の公正に、かつ円満に

運営されますよう、誠心誠意努力をする所存でございます。議員皆さん方の変わらぬご支

持、ご協力、ご指導を賜りますよう心より深くお願いを申し上げまして、言葉が足りませ

んが、就任に当たりましてのご挨拶に代えさせていただきます。どうかよろしくお願いい
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たします。本当にありがとうございました。（拍手）

◎議長（郷司千亜紀議員）

ありがとうございました。

ここで議事の都合のため、１０分程小休をいたします。

小休 午前１０時２３分

再開 午前１０時３１分

◎議長（郷司千亜紀議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

次に、追加日程第５、発議第４号、美馬市議会会議規則の一部改正についてを議題とい

たします。提案理由の説明を求めます。

◎７番（田中義美議員）

はい。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、７番、田中義美君。

［７番 田中義美議員 登壇］

◎７番（田中義美議員）

議長の指名がございましたので、ただいま上程いただきました発議第４号、美馬市議会

会議規則の一部改正について、本文の朗読を省略し、提案理由の説明をさせていただきま

す。

本発議は、美馬市議会会議規則第１４条第１項の規定により、議員発議として提出する

ものです。

現在、美馬市議会では、地方自治法第１００条第１２項及び美馬市議会会議規則第１６

６条第１項の規定により、議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための

場、すなわち協議等の場において、別表において四役会議、議員全員協議会、議員全体会

議、会派代表者会議、議会のあり方検討協議会、災害対応連絡会議が設けられております

が、議会活動を市民目線に立って分かりやすく広報していくことを目的に、議会の広報紙

の企画・編集及び発行に関する協議をするために設置する広報編集委員会並びに議会のＩ

ＣＴ化推進に関する協議をするために設置するＩＣＴ化推進協議会を新たに地方自治法第

１００条第１２項の規定に基づく協議等の場とするため、別表を改めるものでございます。

詳細につきましては、議案書をごらんいただきたいと思います。

以上で、発議第４号について、提案理由の説明を終わります。ご審議をいただき、議員

各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で説明は終わりました。

お諮りいたします。ただいまの発議第４号の趣旨は簡明であります。よって、成規の手

続を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、直ちに採決をいたします。

お諮りいたします。発議第４号について、原案のとおり決することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。

ここで、議事の都合により小休をいたします。

小休 午前１０時３５分

再開 午後 ２時４５分

◎議長（郷司千亜紀議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

ご報告をいたします。

美馬市議会常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長においてお手元にご配付の委員会名簿のとおり選任をいたし

ました。

なお、正副委員長につきましては、先程小休中に開催されました委員会において、お手

元にご配付の名簿のとおり、総務常任委員会委員長に田中みさき君、副委員長に中川重文

君、福祉文教常任委員会委員長に立道美孝君、副委員長に敷島敏宏君、産業常任委員会委

員長に藤野克彦君、副委員長に西村昌義君、議会運営委員会委員長に久保田哲生君、副委

員長に立道美孝君が互選されました。

また、議会のあり方検討協議会につきましては、議会のあり方検討協議会規程第２条に

より、構成員をお手元にご配付のとおり選任をいたしましたので、報告いたします。

なお、正副会長につきましては、先程小休中に開催されました協議会において、お手元

にご配付の名簿のとおり、議会のあり方検討協議会会長に藤野克彦君、副会長に藤原昌樹

君が互選されました。

また、広報編集委員会につきましては、広報編集委員会規程第３条により、委員をお手

元にご配付のとおり選任いたしましたので、報告いたします。

なお、正副委員長につきましては、先程小休中に開催されました委員会において、お手

元にご配付の名簿のとおり、広報編集委員会委員長に谷明美君、副委員長に藤原昌樹君が

互選されました。

また、ＩＣＴ化推進協議会につきましては、ＩＣＴ化推進協議会規程第３条により、構

成員をお手元にご配付のとおり選任いたしましたので、ご報告をいたします。

なお、正副会長につきましては、先程小休中に開催されました協議会において、お手元

にご配付の名簿のとおり、ＩＣＴ化推進協議会会長に田中みさき君、副会長に藤野克彦君

が互選されました。

以上で、各委員会及び各協議会の委員等の報告を終わります。



－１２－

次に、追加日程第６、特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題といたします。

お諮りいたします。この件につきましては、委員会条例第６条第１項の規定により、お

手元にご配付の構成員１０人からなる国道１９３号（美馬・高松間）整備促進特別委員会

の設置（案）のとおり設置いたしたいと思います。これにご異議はございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、構成員１０人からなる国道１９３号（美馬・高松

間）整備促進特別委員会を設置することに決定をいたしました。

ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項

の規定により、議長においてお手元にご配付のとおり指名をいたします。

この後、小休を取りますので、委員会を開催いただき、正副委員長を互選し、議長まで

報告をお願いいたします。

それでは、暫時小休をいたします。

小休 午後２時４８分

再開 午後３時０１分

◎議長（郷司千亜紀議員）

小休前に引き続き、会議を開きます。

小休中に、先程設置をされました国道１９３号（美馬・高松間）整備促進特別委員会が

開催され、正副委員長が互選されました。その結果が報告されておりますので、議長から

報告をいたします。

国道１９３号（美馬・高松間）整備促進特別委員会委員長に井川英秋君、副委員長に片

岡栄一君が互選されました。

次に、追加日程第７、議案第３６号、美馬市監査委員の選任についてを議題といたしま

す。なお、本件につきましては、武田喜善君は地方自治法第１１７条の規定に該当し、除

斥されますので退場を求めます。

（１０番 武田喜善議員 退場）

◎議長（郷司千亜紀議員）

提案理由の説明を求めます。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

提案理由のご説明をさせていただきます前に、一言お喜びを申し上げます。

ただいまは、郷司議長、前田副議長を始め、各委員会委員の選任が行われ、市議会の構

成が滞りなく決定をされました。栄えある重責を担われます皆様方には心よりお喜びを申
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し上げますとともに、これまでの豊富なご経験と卓越した手腕を十二分に生かされ、円滑

な議会運営と市政の発展にご尽力を賜りますようお願いを申し上げます。

それでは、提案理由のご説明をいたします。

議案第３６号、美馬市監査委員の選任につきまして、ご説明を申し上げます。

地方自治法第１９６条第１項の規定により、議員のうちから選任する監査委員につきま

して、議会の同意を求めるものでございます。

同意をお願いする者は、住所は美馬市脇町字小星４５４番地８、氏名は武田喜善氏でご

ざいまして、生年月日は昭和２４年２月１６日でございます。同氏は議会議員として豊富

な経験を持ち、また地方自治にも精通しておられます。市行政全般に適切なご指導、ご助

言がいただけるものと確信をしており、監査委員として正に適任であると考えております

ので、議会の同意を求めるものでございます。

原案のとおりご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせて

いただきます。

どうぞよろしくお願いをいたします。

◎議長（郷司千亜紀議員）

お諮りします。ただいま議題となっております議案は人事案件でありますので、成規の

手続を省略し、直ちに採決したいと存じます。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、成規の手続を省略し、直ちに採決することに決し

ました。

お諮りいたします。議案第３６号は、原案のとおり同意することにご異議ございません

か。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第３６号は、原案のとおり同意することに決

しました。

武田喜善君、入場を許可いたします。

（１０番 武田喜善議員 入場）

◎議長（郷司千亜紀議員）

ただいま監査委員に同意されました武田喜善君よりご挨拶があります。

◎１０番（武田喜善議員）

はい、１０番。

◎議長（郷司千亜紀議員）

１０番、武田喜善君。

［１０番 武田喜善議員 登壇］

◎１０番（武田喜善議員）

ただいま監査委員に同意していただきました武田喜善と申します。この議会でご同意い
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ただきましたことを心から厚く御礼を申し上げます。今後は誠心誠意公正に、そして私の

モットーとしておる市政一環の気持ちで監査に携わっていきたいと思っておりますので、

どうか今後も皆様方のご支援、ご指導を賜ることを心からお願い申し上げまして、簡単で

ございますがお礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手）

◎議長（郷司千亜紀議員）

次に、追加日程第８、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（美馬市税条

例等の一部改正について）から承認第７号、専決処分の承認を求めることについて（令和

３年度美馬市小水力発電事業特別会計補正予算（第１号））までの７件を一括し、議題と

いたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、私から、承認第１号から承認第３号までの３件につきましてご説明を申し上

げます。

これら３件は、いずれも地方自治法第１７９条第１項の規定により、去る３月３１日付

で専決処分を行ったものでございまして、同条第３項の規定により報告をし、承認を求め

るものでございます。

議案書の６ページをお願いいたします。承認第１号の専決処分、美馬市税条例等の一部

改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年３月３１日に公布されたこ

となどに伴い、当該条例の関係箇所について所要の改正を行ったものでございます。

改正内容は７ページから１１ページに記載しておりますが、主な改正内容といたしまし

ては、固定資産課税台帳の閲覧及び記載事項証明書の交付を行う際、ＤＶ被害者等の登記

簿上の住所が含まれている場合は当該住所に代えて、登記所から通知される住所に代わる

事項を記載することとしたこと、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置に

ついて、その対象資産の改修期限を令和６年３月３１日まで２年間延長することとしたこ

と、また上場株式等に係る配当所得等の適用要件について所得税と住民税の課税方法を一

致させる措置を講ずることとしたことなどとなっております。

続いて１２ページをお願いいたします。承認第２号の専決処分、美馬市国民健康保険税

条例の一部改正でございますが、本年４月１日に国民健康保険法施行令の一部を改正する

政令が施行されたことに伴い、国民健康保険税について、負担の公平性の確保及び中間所

得層の負担の軽減を図る観点から、課税限度額を見直すことについて所要の改正を行った

ものでございます。

改正内容は１３ページに記載しておりますが、基礎課税額に係る課税限度額を現行の６

３万円から６５万円に、また後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を現行の１９万円か
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ら２０万円にそれぞれ引き上げる内容となっております。

以上が、専決処分をいたしました条例関係２件の主な内容でございます。

続いて、承認第３号、令和３年度美馬市一般会計補正予算（第１２号）についてご説明

申し上げます。

２５ページをお願いいたします。承認第３号は、令和３年度美馬市一般会計補正予算

（第１２号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、本年３月３１日に専決処分い

たしましたので、同条第３項の規定により報告をし、承認を求めるものでございます。

２９ページをお願いいたします。一般会計補正予算（第１２号）は第１条、歳入歳出予

算の補正のとおり歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６億６,３００万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０７億４,９１０万円としたものでございます。

第２条の繰越明許費の補正につきましては、３９ページの繰越明許費補正に記載しており

ますとおり、令和３年度中に収入いたしました企業版ふるさと納税寄附金等の額の確定に

伴い、観光プロモーションプロジェクト推進事業に係る繰越明許費の金額を変更したもの

でございます。また、第３条の地方債の補正につきましては、各種事業の実績などに伴い、

限度額の変更や廃止を行ったものでございまして、補正後の限度額につきましては、１７

億３,２８０万円となっております。

それでは、補正予算の主な内容につきまして、まず歳入予算からご説明申し上げます。

４５ページをお願いいたします。このページから４８ページ中段の交通安全対策特別交

付金までにつきましては、市税のほか地方譲与税や各種県税交付金、地方特例交付金、地

方交付税の額の確定などに伴い、予算額の調整を行ったものでございます。

４８ページ下段の民生費負担金から５７ページ中段の教育費県委託金までにつきまして

は、各種事業の実績や精算に伴い、予算額を増減調整したものでございます。

次の財産貸付収入から５８ページの指定寄附金までにつきましては、収入実績に伴う補

正でございます。

５８ページ下段から５９ページ最上段の繰入金につきましては、総額で１１億９,２２

１万３,０００円の減額となっております。基金からの繰入金につきましては、地方交付

税の増額等を受け、財政調整基金を始め、三つの基金へ積み戻しを行っております。

次の諸収入から６２ページの市債までにつきましては、説明欄記載のとおりでございま

して、市債につきましては１億２７０万円の減額補正を行っております。

続きまして、歳出補正予算につきましてご説明申し上げます。

６３ページの議会費から最終の１３０ページの諸支出金まで、ほぼ全ての費目におきま

して各種事業の実績に基づき、不用額の調整による減額補正を行っておりまして、内容に

つきましては説明欄記載のとおりでございます。

１２９ページをお願いいたします。６０款諸支出金におきましては、各種基金費として

総額で５億９,３４２万４,０００円を増額補正しております。これは、歳入における市税

や地方譲与税、県税交付金、地方交付税などの確定に伴う財源と歳出における不用額の調

整により生み出された財源を活用し、財政調整基金などの積み増しを行ったほか、説明欄

記載のとおり増減調整を行っております。なお、今回の補正予算により令和３年度末の一
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般会計に係る基金の残高は、令和２年度末から５億９,５００万円程度増加し、約８２億

９,９００万円となる見込みでございます。

以上で、専決処分をいたしました令和３年度一般会計補正予算（第１２号）の説明とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎保険福祉部長（住友礼子君）

議長、保険福祉部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、住友保険福祉部長。

［保険福祉部長 住友礼子君 登壇］

◎保険福祉部長（住友礼子君）

続きまして、私からは承認第４号から承認第６号までの３件につきましてご説明をさせ

ていただきます。

同じく資料の１３７ページをお願いいたします。承認第４号は、令和３年度美馬市国民

健康保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定

により本年３月３１日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりご報告し、

ご承認をお願いするものでございます。

１４１ページをお開きください。補正予算（第４号）は第１条に記載のとおり事業勘定

におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,５０９万５,０００円を減額

し、補正後の総額をそれぞれ３３億６,５６４万２,０００円としたものでございます。ま

た、直営診療施設勘定におきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,５

３１万１,０００円を減額し、補正後の予算の総額をそれぞれ９,９１８万２,０００円と

したものでございます。

それでは、歳入歳出の主なものについてご説明させていただきます。

まず、事業勘定でございますが、１５１ページをお開きください。中段の１５款県支出

金につきましては、療養給付費などの実績により県の交付金が確定したことに伴い、説明

欄記載のとおり予算額の調整を行ったものでございます。

また、１５２ページ上段の３０款財産収入から１５３ページの４５款繰入金までにつき

ましても実績による調整でございます。

次に、１５４ページからの歳出でございます。１款総務費の一般管理費から１５５ペー

ジの趣旨普及費までは、それぞれの実績により減額を行ったものでございます。

また、１５６ページの５款保険給付費から１６０ページの３５款諸支出金までほぼ全て

の項目におきまして年間の給付実績によりそれぞれ調整を行ったものとなっておりまして、

詳細につきましては説明欄に記載のとおりでございます。その中で１６０ページ中段の３

５款諸支出金の財政調整基金費につきましては、国保の安定的な運営を図るため、２,５

７４万円を基金に積立てするものでございます。

続きまして、直診勘定でございますが、この勘定は木屋平、口山のそれぞれの診療所及

び木屋平歯科診療所の運営会計でございます。

１６７ページをお開きください。歳入でございます。１款の診療収入及び介護収入から
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１６８ページ、２０款の繰入金まで、診療実績等の額の確定によりまして所要の調整を行

ったものでございます。

続きまして、１７０ページ、歳出でございます。１款総務費の施設管理費につきまして

は、説明欄にございますように会計年度任用職員の報酬、その他人件費や医師派遣委託料

などを減額するもので、不用額を調整したものでございます。

１７２ページ、５款医業費につきましては、薬品購入費の減など、説明欄記載のとおり

でございます。

以上が、令和３年度美馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の主な内容でござ

います。

続きまして、１７９ページをお願いいたします。承認第５号でございます。承認第５号

は、令和３年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまして、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、本年３月３１日付で専決処分を行いましたので、同

条第３項の規定によりご報告し、ご承認をお願いするものでございます。

１８３ページをお願いいたします。補正予算（第１号）は第１条のとおり、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ６８８万６,０００円を減額し、補正後の総額を４億６,２

１７万７,０００円としたものでございます。

それでは歳入歳出の主なものについてご説明させていただきます。

１８９ページをお願いいたします。歳入でございますが、上段の１款後期高齢者医療保

険料につきましては、保険料の賦課徴収実績により調整を行ったもの、また中段下の１５

款繰入金につきましては、保険料の確定などによりまして一般会計からの繰入金を調整し

たものでございます。

１９１ページをお願いいたします。歳出の主なものといたしまして、下段の５款後期高

齢者医療広域連合納付金につきましては、保険料などの確定により広域連合への納付金を

調整したものでございます。

以上が、令和３年度美馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の主な内容でご

ざいます。

続きまして、１９３ページをお願いいたします。承認第６号でございます。承認第６号

は、令和３年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）につきまして地方自治法第１

７９条第１項の規定により、本年３月３１日付で専決処分を行いましたので、同条第３項

の規定によりご報告をし、ご承認をお願いするものでございます。

１９７ページをお願いいたします。補正予算（第３号）は第１条に記載のとおり保険事

業勘定におきまして歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９,２０７万６,０００円を

減額し、補正後の総額をそれぞれ３６億５,４０３万３,０００円としたものでございます。

また、サービス事業勘定におきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２０

５万５,０００円を減額し、補正後の総額をそれぞれ６,３８８万７,０００円としたもの

でございます。

それでは、歳入歳出の主なものについてご説明させていただきます。

まず、保険事業勘定でございます。２０７ページをお願いいたします。歳入でございま
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すが、上段の１款保険料につきましては、年間の収納実績の見込みによりまして調整を行

ったものでございます。次の５款使用料及び手数料から２１０ページの４５款諸収入まで、

それぞれ保険給付費や地域支援事業の実績等に伴い、所要の調整を行ったものでございま

す。

続きまして、２１１ページの歳出でございます。１款総務費のうち一般管理費につきま

しては、職員の異動等に伴います人件費などの不用額を調整したものでございます。

２１１ページの下段、賦課徴収費から２１３ページ下段、１２款地域支援事業費までは

各事業の実績等に伴いまして、説明欄記載のとおり所要の減額調整を行ったものでござい

ます。

２１５ページ、２０款諸支出金につきましては、第１号被保険者保険料還付金など不用

額の調整でございます。

続きまして、サービス事業勘定でございます。２２３ページをお願いいたします。２２

３ページに歳入、また、次の２２４ページに歳出を記載してございます。それぞれ介護予

防支援事業等の実績に応じまして、説明欄記載のとおり所要の調整を行ったものでござい

ます。

以上が、令和３年度美馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）の主な内容でございま

す。

以上、承認第４号から承認第６号までの説明とさせていただきます。ご承認賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

◎経済部長（藤田伸次君）

議長、経済部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、藤田経済部長。

［経済部長 藤田伸次君 登壇］

◎経済部長（藤田伸次君）

続きまして、私からは、承認第７号、令和３年度美馬市小水力発電事業特別会計補正予

算（第１号）についてご説明申し上げます。

恐れ入りますが、２２９ページをお願いいたします。

承認第７号は、令和３年度美馬市小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）を地方自

治法第１７９条第１項の規定により、本年３月３１日に専決処分いたしましたので、同条

第３項の規定により報告をし、承認を求めるものでございます。

２３３ページをお願いいたします。小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）は、第

１条、歳入歳出予算の補正のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,１５

６万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８７４万７,０００円

としたものでございます。

それでは、歳入歳出補正予算の主なものについてご説明申し上げます。

２３９ページをお願いいたします。まず、歳入補正予算でございますが、事業実績や収

入実績に基づきまして、それぞれの予算額を調整したものでございまして、事業収入の売
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電収入につきましては６０万円を、一般会計繰入金につきましては１,０９６万３,０００

円をそれぞれ減額いたしております。

続きまして、歳出補正予算についてご説明申し上げます。

２４０ページをお願いいたします。１款小水力発電事業費でございますが、１,１５６

万３,０００円の減額補正を行っております。内訳としましては、施設管理費のうち施設

修繕料の不用額１,１２０万円、小水力発電施設点検整備委託料の不用額２２万円など、

それぞれ事業実績に基づきまして減額をいたしております。

以上で、専決処分をいたしました令和３年度小水力発電事業特別会計補正予算（第１

号）の説明とさせていただきます。ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で、説明は終わりました。

これより質疑を行います。

ただいまのところ、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたし

ます。

お諮りいたします。承認第１号から承認第７号までの７件については、会議規則第３７

条第３項の規定により委員会付託を省略したいと存じますが、これにご異議ございません

か。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、承認第１号から承認第７号までの７件については、

委員会付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。ただいまのところ、討論の通告がありませんので、討論なし

と認め、討論を終結いたします。

お諮りいたします。承認第１号から承認第７号までの７件について、原案のとおり承認

することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。

よって、承認第１号から承認第７号までの７件は、原案のとおり承認されました。

追加日程第９、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙についてを議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により

指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい。異議なしと認め、選挙の方法は指名推選で行うことに決定をいたしました。

指名方法については、いかがいたしましょうか。

◎４番（立道美孝議員）

議長、動議。
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◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、立道君。

［４番 立道美孝議員 登壇］

◎４番（立道美孝議員）

動議を提出いたします。指名の方法につきましては、議会運営委員会久保田哲生委員長

が指名することを提案させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。

◎議長（郷司千亜紀議員）

ただいま、立道美孝君から議会運営委員会久保田哲生委員長が指名者となることの動議

が出されました。この動議に賛成者はございますか。

（「賛成」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

ただいま、賛成の声がありました。所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしま

した。

お諮りいたします。この動議のとおり決定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい。異議なしと認め、議会運営委員会久保田哲生委員長を指名者とすることに決定い

たしました。

それでは、議会運営委員会久保田哲生委員長、ご指名をお願いいたします。

◎１４番（久保田哲生議員）

１４番、久保田。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、１４番、久保田哲生君。

［１４番 久保田哲生議員 登壇］

◎１４番（久保田哲生議員）

徳島県後期高齢者医療広域連合議員に、郷司千亜紀議長を推選をいたします。よろしく

お願いいたします。

◎議長（郷司千亜紀議員）

お諮りいたします。ただいま、議会運営委員会久保田哲生委員長より指名のありました

私、郷司千亜紀を徳島県後期高齢者医療広域連合議員の当選人と定めることにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい。異議なしと認め、徳島県後期高齢者医療広域連合議員に私、郷司千亜紀が当選を

いたしました。

以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。

閉会に当たりまして、市長よりご挨拶をいただきます。

◎市長（藤田元治君）
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議長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、藤田市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

令和４年第１回美馬市議会臨時会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し述べさせて

いただきます。

議員各位におかれましては、大変お忙しい中、本臨時会にご参集を賜り、また提出をさ

せていただきました議案、承認案件につきましても全て原案のとおりご可決、ご承認を賜

りまして、心から厚くお礼を申し上げます。

また、本日は正副議長を始め、各委員会の委員が決定をされまして、美馬市議会として

新しい組織体制が整ったわけでございますが、本市といたしましては、今後とも常に議会

との連携を密に図りながら、まずは現下のコロナ禍、市民の皆様方の命と健康をしっかり

と守り、市内経済の再生に向けた様々な施策展開を行い、市政の発展と市民生活の向上を

目指し、本市のまちの将来像であります「美しく駆ける 活躍都市 美馬～住み続けたい

まち～」の実現に向け、全力で取り組んでまいりたいと考えております。

これから梅雨の時季を迎えますが、議員各位におかれましては十分にご自愛をいただき

まして、なお一層のご活躍を賜りますことをお願いを申し上げまして、閉会に当たっての

ご挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。

◎議長（郷司千亜紀議員）

これをもちまして、令和４年第１回美馬市議会臨時会を閉会といたします。大変ご苦労

さまでございました。

閉会 午後３時３５分
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